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2000 年問題に関する通知

Juniper Networks hardware and software products are Year 2000 compliant. The Junos OS has no known time-related limitations through the

year 2038. However, the NTP application is known to have some difficulty in the year 2036.

ソフトウェア ライセンス

本ソフトウェアを使用する条件は注文書の受諾確認書に記載されているソフトウェア ライセンスで説明されています。または適用範囲において、代

理店契約書またはお客様と Juniper Networks 間の購買契約書に記載されているソフトウェア ライセンスに示されています。本製品の使用により、

上記の各ソフトウェア ライセンスの条件を理解し、条件に従うことに合意したものと見なされます。一般的に、ソフトウェア ライセンスはソフト

ウェアの使用方法を制限しており、特定の使用方法を禁じる場合があります。ソフトウェア ライセンスには、ライセンスが自動的に終結する条件が

示されている場合があります。詳細については、ライセンスを確認してください。製品の全ドキュメントについては、Juniper Networks の Web サイ

ト www.juniper.net/techpubs を参照してください。
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END USER LICENSE AGREEMENT

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT”) BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE. BY DOWNLOADING, INSTALLING,

OR USING THE SOFTWARE OR OTHERWISE EXPRESSING YOUR AGREEMENT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, YOU (AS CUSTOMER OR IF YOU ARE NOT THE

CUSTOMER, AS A REPRESENTATIVE/AGENT AUTHORIZED TO BIND THE CUSTOMER) CONSENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT OR CANNOT

AGREE TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, THEN (A) DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY CONTACT JUNIPER NETWORKS

REGARDING LICENSE TERMS.

1. The Parties. The parties to this Agreement are (i) Juniper Networks, Inc. (if the Customer’s principal office is located in the

Americas) or Juniper Networks (Cayman) Limited (if the Customer’s principal office is located outside the Americas) (such applicable

entity being referred to herein as “Juniper”), and (ii) the person or organization that originally purchased from Juniper or an

authorized Juniper reseller the applicable license(s) for use of the Software (“Customer”) (collectively, the “Parties”).

2. The Software. In this Agreement, “Software” means the program modules and features of the Juniper or Juniper-supplied software,

for which Customer has paid the applicable license or support fees to Juniper or an authorized Juniper reseller, or which was embedded

by Juniper in equipment which Customer purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller. “Software” also includes updates,

upgrades and new releases of such software. “Embedded Software” means Software which Juniper has embedded in or loaded onto the Juniper

equipment and any updates, upgrades, additions or replacements which are subsequently embedded in or loaded onto the equipment.

3. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, Juniper grants to

Customer a non-exclusive and non-transferable license, without right to sublicense, to use the Software, in executable form only, subject

to the following use restrictions:

a. Customer shall use Embedded Software solely as embedded in, and for execution on, Juniper equipment originally purchased by Customer

from Juniper or an authorized Juniper reseller.

b. Customer shall use the Software on a single hardware chassis having a single processing unit, or as many chassis or processing units

for which Customer has paid the applicable license fees; provided, however, with respect to the Steel-Belted Radius or Odyssey Access

Client software only, Customer shall use such Software on a single computer containing a single physical random access memory space and

containing any number of processors. Use of the Steel-Belted Radius or IMS AAA software on multiple computers or virtual machines (e.g.,

Solaris zones) requires multiple licenses, regardless of whether such computers or virtualizations are physically contained on a single

chassis.

c. Product purchase documents, paper or electronic user documentation, and/or the particular licenses purchased by Customer may specify

limits to Customer’s use of the Software. Such limits may restrict use to a maximum number of seats, registered endpoints, concurrent

users, sessions, calls, connections, subscribers, clusters, nodes, realms, devices, links, ports or transactions, or require the purchase

of separate licenses to use particular features, functionalities, services, applications, operations, or capabilities, or provide

throughput, performance, configuration, bandwidth, interface, processing, temporal, or geographical limits. In addition, such limits

may restrict the use of the Software to managing certain kinds of networks or require the Software to be used only in conjunction with

other specific Software. Customer’s use of the Software shall be subject to all such limitations and purchase of all applicable licenses.

d. For any trial copy of the Software, Customer’s right to use the Software expires 30 days after download, installation or use of

the Software. Customer may operate the Software after the 30-day trial period only if Customer pays for a license to do so. Customer

may not extend or create an additional trial period by re-installing the Software after the 30-day trial period.

e. The Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software may be used by Customer only to manage access to Customer’s

enterprise network. Specifically, service provider customers are expressly prohibited from using the Global Enterprise Edition of the

Steel-Belted Radius software to support any commercial network access services.

The foregoing license is not transferable or assignable by Customer. No license is granted herein to any user who did not originally

purchase the applicable license(s) for the Software from Juniper or an authorized Juniper reseller.

4. Use Prohibitions. Notwithstanding the foregoing, the license provided herein does not permit the Customer to, and Customer agrees

not to and shall not: (a) modify, unbundle, reverse engineer, or create derivative works based on the Software; (b) make unauthorized

copies of the Software (except as necessary for backup purposes); (c) rent, sell, transfer, or grant any rights in and to any copy of

the Software, in any form, to any third party; (d) remove any proprietary notices, labels, or marks on or in any copy of the Software

or any product in which the Software is embedded; (e) distribute any copy of the Software to any third party, including as may be

embedded in Juniper equipment sold in the secondhand market; (f) use any ‘locked’ or key-restricted feature, function, service,

application, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and obtaining a valid key from Juniper, even

if such feature, function, service, application, operation, or capability is enabled without a key; (g) distribute any key for the

Software provided by Juniper to any third party; (h) use the Software in any manner that extends or is broader than the uses purchased
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by Customer from Juniper or an authorized Juniper reseller; (i) use Embedded Software on non-Juniper equipment; (j) use Embedded Software

(or make it available for use) on Juniper equipment that the Customer did not originally purchase from Juniper or an authorized Juniper

reseller; (k) disclose the results of testing or benchmarking of the Software to any third party without the prior written consent of

Juniper; or (l) use the Software in any manner other than as expressly provided herein.

5. Audit. Customer shall maintain accurate records as necessary to verify compliance with this Agreement. Upon request by Juniper,

Customer shall furnish such records to Juniper and certify its compliance with this Agreement.

6. Confidentiality. The Parties agree that aspects of the Software and associated documentation are the confidential property of

Juniper. As such, Customer shall exercise all reasonable commercial efforts to maintain the Software and associated documentation in

confidence, which at a minimum includes restricting access to the Software to Customer employees and contractors having a need to use

the Software for Customer’s internal business purposes.

7. Ownership. Juniper and Juniper’s licensors, respectively, retain ownership of all right, title, and interest (including copyright)

in and to the Software, associated documentation, and all copies of the Software. Nothing in this Agreement constitutes a transfer or

conveyance of any right, title, or interest in the Software or associated documentation, or a sale of the Software, associated

documentation, or copies of the Software.

8. Warranty, Limitation of Liability, Disclaimer of Warranty. The warranty applicable to the Software shall be as set forth in the

warranty statement that accompanies the Software (the “Warranty Statement”). Nothing in this Agreement shall give rise to any obligation

to support the Software. Support services may be purchased separately. Any such support shall be governed by a separate, written support

services agreement. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, JUNIPER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF DATA, OR COSTS

OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT,

THE SOFTWARE, OR ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL JUNIPER BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING FROM UNAUTHORIZED

OR IMPROPER USE OF ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE WARRANTY STATEMENT TO THE EXTENT

PERMITTED BY LAW, JUNIPER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES IN AND TO THE SOFTWARE (WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE),

INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT DOES JUNIPER WARRANT

THAT THE SOFTWARE, OR ANY EQUIPMENT OR NETWORK RUNNING THE SOFTWARE, WILL OPERATE WITHOUT ERROR OR INTERRUPTION, OR WILL BE FREE OF

VULNERABILITY TO INTRUSION OR ATTACK. In no event shall Juniper’s or its suppliers’ or licensors’ liability to Customer, whether in

contract, tort (including negligence), breach of warranty, or otherwise, exceed the price paid by Customer for the Software that gave

rise to the claim, or if the Software is embedded in another Juniper product, the price paid by Customer for such other product. Customer

acknowledges and agrees that Juniper has set its prices and entered into this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty

and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between the Parties (including the risk

that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential basis of

the bargain between the Parties.

9. Termination. Any breach of this Agreement or failure by Customer to pay any applicable fees due shall result in automatic termination

of the license granted herein. Upon such termination, Customer shall destroy or return to Juniper all copies of the Software and related

documentation in Customer’s possession or control.

10. Taxes. All license fees payable under this agreement are exclusive of tax. Customer shall be responsible for paying Taxes arising

from the purchase of the license, or importation or use of the Software. If applicable, valid exemption documentation for each taxing

jurisdiction shall be provided to Juniper prior to invoicing, and Customer shall promptly notify Juniper if their exemption is revoked

or modified. All payments made by Customer shall be net of any applicable withholding tax. Customer will provide reasonable assistance

to Juniper in connection with such withholding taxes by promptly: providing Juniper with valid tax receipts and other required documentation

showing Customer’s payment of any withholding taxes; completing appropriate applications that would reduce the amount of withholding

tax to be paid; and notifying and assisting Juniper in any audit or tax proceeding related to transactions hereunder. Customer shall

comply with all applicable tax laws and regulations, and Customer will promptly pay or reimburse Juniper for all costs and damages

related to any liability incurred by Juniper as a result of Customer’s non-compliance or delay with its responsibilities herein.

Customer’s obligations under this Section shall survive termination or expiration of this Agreement.

11. Export. Customer agrees to comply with all applicable export laws and restrictions and regulations of any United States and any

applicable foreign agency or authority, and not to export or re-export the Software or any direct product thereof in violation of any

such restrictions, laws or regulations, or without all necessary approvals. Customer shall be liable for any such violations. The version

of the Software supplied to Customer may contain encryption or other capabilities restricting Customer’s ability to export the Software

without an export license.

12. Commercial Computer Software. The Software is “commercial computer software” and is provided with restricted rights. Use,

duplication, or disclosure by the United States government is subject to restrictions set forth in this Agreement and as provided in

DFARS 227.7201 through 227.7202-4, FAR 12.212, FAR 27.405(b)(2), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III) as applicable.
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13. Interface Information. To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Juniper shall provide Customer

with the interface information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on

payment of applicable fee, if any. Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and

shall use such information in compliance with any applicable terms and conditions upon which Juniper makes such information available.

14. Third Party Software. Any licensor of Juniper whose software is embedded in the Software and any supplier of Juniper whose products

or technology are embedded in (or services are accessed by) the Software shall be a third party beneficiary with respect to this

Agreement, and such licensor or vendor shall have the right to enforce this Agreement in its own name as if it were Juniper. In addition,

certain third party software may be provided with the Software and is subject to the accompanying license(s), if any, of its respective

owner(s). To the extent portions of the Software are distributed under and subject to open source licenses obligating Juniper to make

the source code for such portions publicly available (such as the GNU General Public License (“GPL”) or the GNU Library General Public

License (“LGPL”)), Juniper will make such source code portions (including Juniper modifications, as appropriate) available upon request

for a period of up to three years from the date of distribution. Such request can be made in writing to Juniper Networks, Inc., 1194

N. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, ATTN: General Counsel. You may obtain a copy of the GPL at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html,

and a copy of the LGPL at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html .

15. Miscellaneous. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without reference to its conflicts of laws

principles. The provisions of the U.N. Convention for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. For any disputes

arising under this Agreement, the Parties hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and

federal courts within Santa Clara County, California. This Agreement constitutes the entire and sole agreement between Juniper and the

Customer with respect to the Software, and supersedes all prior and contemporaneous agreements relating to the Software, whether oral

or written (including any inconsistent terms contained in a purchase order), except that the terms of a separate written agreement

executed by an authorized Juniper representative and Customer shall govern to the extent such terms are inconsistent or conflict with

terms contained herein. No modification to this Agreement nor any waiver of any rights hereunder shall be effective unless expressly

assented to in writing by the party to be charged. If any portion of this Agreement is held invalid, the Parties agree that such

invalidity shall not affect the validity of the remainder of this Agreement. This Agreement and associated documentation has been written

in the English language, and the Parties agree that the English version will govern. (For Canada: Les parties aux présentés confirment

leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s'y rattaché, soient redigés en langue anglaise.

(Translation: The parties confirm that this Agreement and all related documentation is and will be in the English language)).
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第1部

セキュリティ製品の安全の概要

• 安全に関するアドバイスと警告 3ページ

• 設置場所および設置に関する一般要件 7ページ

• 電力に関する留意点および電気の安全ガイドラインと警告 11ページ

• デバイスの取り扱い 15ページ

• 機関の承認およびコンプライアンス ステートメント 19ページ

1Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.2

セキュリティ製品の安全ガイド



第1章

安全に関するアドバイスと警告

このガイドには、けがまたはデバイスの損傷をもたらす可能性がある状況を避けるための、一

般的な安全推奨事項および警告が含まれています。具体的な Juniper Networks デバイスの設

置、または使用に関するガイドラインは、デバイスのハードウェア ガイドを参照してくださ

い。

注: このガイドの翻訳版は、Juniper Networks Technical Documentation Web サイ

ト（www.juniper.net/techpubs）を参照してください。

本章の内容は、以下のようになります。

• 安全警告基準の定義 3ページ

• 安全に関するアドバイスと警告 4ページ

• 安全上の警告 5ページ

安全警告基準の定義

このガイドでは、次の 4 レベルの安全警告を使用します。

注: ある特定の状況でこの情報が有用な場合があります。他の場合には、それを無

視できます。

注意: 軽傷や不快感またはデバイスへの重い損傷を避けるためには、指定されたガ

イドラインに従う必要があります。

警告: この記号は危険を意味します。けがを負う可能性がある状況にいます。すべ

ての設備機器の操作は、電気回路に関する危険についてよく認識し、事故防止のた

めの一般的な対策を熟知した上で行ってください。

3Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.
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警告: この記号は、設備機器が目に見えないレーザー光線を放射し、目に永久的な

損傷を与える可能性が出ることを示します。

安全に関するアドバイスと警告

機器の操作にあたっては、電気回路にともなう危険性をよく認識し、事故防止のための一般的

な対策を理解しておいてください。Juniper Networks のデバイスを設置または操作するとき

は、次の重要なガイドラインに従ってください。

• シャーシの取り外し、またはヒューズの交換をする前に、必ずすべての電源を切断してくだ

さい。

• 現在作業している領域の非常電源切断スイッチの場所を確認してください。

• 十分に換気を行ってください。コンポーネントを取り外したり、取り付けたりするときは、

必ず帯電防止面にコンポーネント側を上にして置くか、帯電防止カード ラックまたは帯電防

止袋に入れておきます。コンポーネントを返却する際は、帯電防止袋に入れてから、梱包し

ます。デバイスをラックに設置する場合、ラックは建物に固定されていなければなりません。

装置がラック中の唯一のユニットである場合、ラックの一番下に取り付ける必要があります。

• 床面の湿気、電源延長ケーブルの非接地、安全用接地の欠落など、作業領域における危険を

慎重に予測してください。

• 人体および設備機器に危険を及ぼすような操作を行わないでください。

• 危険な状態であると予想される場合は、単独で作業しないでください。

• 設置の前後および設置中は、シャーシのまわりの領域を障害物やほこりがない状態にしてお

きます。

• ゆったりとした衣服や、指輪、腕輪、鎖のような宝飾品類を着用しないでください。シャー

シにはさまる可能性があります。

• 目に危険がおよぶ状況で作業を行う場合は、安全メガネを着用します。

• 1 人で扱うには重すぎる物体を持ち上げようとしないでください。

• 激しい雷雨のときに配線を行ったり、配線に手を加えたりしないでください。

• ヒューズを交換する場合、同じタイプと定格のヒューズに交換してください。

• シャーシのカバーや金属板部分を開いたり取り外さないでください。ただし、デバイスのハー

ドウェア ガイドでそうするように指示されている場合は除きます。そのような行為により、

激しい電気ショックを受ける可能性があります。

• シャーシ フレームの穴から物を押し込まないでください。そのような行為により、激しい電

気ショックを受けたり火災が発生する可能性があります。

• シャーシの上に液体をこぼさないようにしてください。そのような行為により、激しい電気

ショックを受けたりシャーシが損傷する可能性があります。
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• 電源から遮断されていない、裸の電線または端子に触れないようにしてください。そのよう

な行為により、電気ショックを受ける可能性があります。

• すべてのモジュール、電源およびブランク パネルが十分に挿入され、取り付けねじが十分に

締められていることを必ず確認してください。

安全上の警告

あなた自身と周囲の人を保護するために、以下の安全上の警告を必ず遵守してください。

設置

警告: 装置を電源に接続する前に、配線の手順を読んでください。デバイスのハー

ドウェア ガイドを参照してください。

電源の切断

警告: スイッチを備えているデバイスを操作する前に、回路を OFF 位置にして、す

べての電源に接続された電源コードを取り外してください。

直流電源の場合は、直流回路に電力を供給するパネル ボード上のサーキット ブレー

カの位置を確認して、それを OFF 位置に切り替え、直流サーキット ブレーカのス

イッチ ハンドルを OFF 位置にテープで固定してください。

デバイスからの電源の遮断

警告: デバイスには、電源接続を複数持つものがあります。ユニットの電源を切る

には、この複数の電源接続をすべて切り離す必要があります。

ユーザーが保守可能な部品

警告: いくつかのデバイスのシャーシは、不正開封が防止されています。不正開封

が防止されたデバイスのシャーシは、いかなる場合にも開けないでください。これ

に違反した場合、保証は無効になります。

他のデバイスには、ヒューズ、メモリ モジュール、プロセッサ モジュール、およ

びアプリケーション モジュールのような、ユーザーが保守可能な部品があります。

これには、シャーシを開く必要があります。必要に応じて、これらのコンポーネン

トを交換できます。カードが挿入されていない CFM/FRU スロットには、密閉するた

めに、または、冷却した空気をサービス ゲートウェイ内部で正しく循環させるため

にも、ブランク パネルを設置する必要があります。修理または交換の際には、コン

ポーネントを必ずメーカーに返却してください。保守可能な部品の詳細は、デバイ

スのハードウェア ガイドを参照してください。
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サーキットブレーカ — 最大電圧

警告: デバイスは、短絡、過電流、地絡に対する保護については、建物の安全機能

に依存しています。建物の安全機能が、デバイスを保護するのに適切な定格になっ

ていることを確認してください。デバイスが使用する電力が交流であるか直流であ

るかによって、位相導体 (またはすべての通電導体) は、デバイスに指定された最

大電圧を有するヒューズまたはブレーカを使用する必要があります。デバイスのハー

ドウェア ガイドを参照してください。

SELV 回路

Juniper Networks のデバイスは、Ethernet 10BaseT、100BaseT、1000BasetT、シリアル、コン

ソール、および補助ポートをサポートしています。これらには、安全特別低電圧 (SELV) 回路

が含まれています。どのインターフェースとどのケーブルを使用するかは、デバイスのハード

ウェア ガイドを参照してください。

注意: Ethernet 10BaseT、100BaseT、または 1000BaseT ポートを電話線や Telco

線 (T-1、T-3、RJ-48 線など) に接続しないでください。

雷

警告: 雷鳴時には、デバイスでの作業や、デバイスの接続や切断を行わないでくだ

さい。

バッテリの取り扱い

警告: バッテリは正しく交換しないと、爆発する可能性があります。バッテリは、

メーカーが推奨するものと同一または同等なタイプのものとのみ交換してください。

使用済みのバッテリは、メーカーの指示に従って処分してください。

リチウム電池の考慮すべき事項

警告: ご利用のデバイスがリチウム電池を使用している場合は、自分自身で電池交

換をしてはいけません。装置をメーカーに返送して、電池交換してください。さら

に、不正開封防止シャーシのあるリチウム電池がデバイスに含まれている場合は、

いかなる状況でもそのシャーシを開けようとしないことは重要です。これに違反し

た場合、保証は無効になります。
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第2章

設置場所および設置に関する一般要件

注意: デバイスを安全に設置し操作するには、ハードウェアの設置を開始する前に、

設置場所を適切に準備してください。

次の情報は、設置場所が適切に準備されていることを確認するのに役立ちます。

• 設置場所の電力をチェックして、スパイクやノイズのない「クリーン」な電力が

来ていることを確認してください。必要に応じて電力分配器を設置してください。

• 周囲温度を華氏 32 ～ 104°F (摂氏 0 ～ 40°C) に維持できる場所を選択しま

す。デバイスは、通常のオフィス環境で使用するように作られています。劣悪な

環境の場合、温度、湿度、電力の条件が各 Juniper Networks デバイスの仕様を

満たしていることを確認してください。仕様は、デバイスのハードウェア ガイド

を参照してください。

• デバイスは、短絡、過電流、地絡に対する保護については、建物の安全機能に依

存しています。建物の安全機能が、デバイスを保護するのに適切な定格になって

いることを確認してください。

• デバイスへのアクセスが許可を得た人間に制限される安全な場所に、デバイスが

設置されることを確認します。

デバイス設置の前、および設置中には、次の章で記載されているガイドラインと警告に従いま

す。

• 設置場所での予防策 8ページ

• 有資格者に関する警告 8ページ

• アクセス制限領域に関する警告 8ページ

• 設置手順に関する警告 8ページ

• ラック取り付けに関する要件および警告 8ページ

• 火災の安全に関する要件 9ページ
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設置場所での予防策

注: ハードウェア ガイドで規定されている、その使用目的に対応した機器によって

は、デバイスをデスクトップまたは壁に設置、もしくはデバイスをラックへ取り付

けることができます。シャーシの配置および機器のラックまたは配線室のレイアウ

トの両方は、システムが適切に動作するのに非常に重要です。デバイスを非常に近

接して配置すると、システム異常やシャットダウン時に、デバイスにアクセスしに

くく、システム メンテナンスが難しくなる上、換気が不十分になります。

設置場所のレイアウトおよび機器の配置の計画時に、以下の注意事項に従うと、機

器の故障を回避し、環境に起因するシャットダウンの可能性を低減できます。既存

の機器にシャットダウンや頻繁にエラーが生じている場合は、これらの注意事項を

順守することによって、故障の原因を割り出し、今後の問題を防止できる場合があ

ります。

• システムを操作する部屋は、十分に換気を行うようにしてください。電気機器は

発熱します。自然な気温では、設備機器を許容運転温度まで十分冷却できず、換

気装置の追加が必要になる場合があります。

• 乾燥しており清潔な、換気が良くエアコンの付いた領域に設置場所を選択してく

ださい。

有資格者に関する警告

警告: 訓練を受け資格のあるスタッフのみが、デバイスの取り付けや交換を行って

ください。

アクセス制限領域に関する警告

警告: 本デバイスは、アクセス制限領域に設置するためのものです。アクセス制限

領域とは、特別のツール、錠および鍵の使用、または他のセキュリティ手段によっ

て、サービスマンのみがアクセスでき、その場所に責任を負う管理者が管理する領

域のことです。

設置手順に関する警告

警告: デバイスを電源に接続する前に、設置ガイドを読みます。

ラック取り付けに関する要件および警告

以下の情報は、許容できる装置機器ラック構成を計画する際に役立ちます。
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警告: デバイスをラックに取り付けたり修理するときのけがを防ぐため、次の予防

措置を講じて、システムを安定した状態にしておきます。次の指示は、安全を維持

する際に役立ちます。

• デバイスを設置する装置ラックが、水平で確実に支えられていることを確認し、

平らでない場所に機械を設置したことに起因する危険な状況を回避します。

• デバイスをラックに設置する場合、ラックは建物に固定されていなければなりま

せん。

• 装置がラック中の唯一のユニットである場合、ラックの一番下に取り付ける必要

があります。

• 一部がすでに使用されているラックにデバイスを取り付ける場合、下から上へと

ラックを使用し、最も重いコンポーネントがラックの一番下に来るようにします。

• ラックに安定装置が備えられている場合、安定装置を取り付けてから、ラックに

デバイスを取り付けたり、デバイスを保守します。

• コンポーネントを取り外したり、取り付けたりするときは、必ず帯電防止面にコ

ンポーネント側を上にして置くか、帯電防止カード ラックまたは帯電防止袋に入

れておきます。コンポーネントを返却する際は、帯電防止袋に入れてから、梱包

します。

• 可能な場合は、オープン ラックにデバイスをインストールしてください。密閉型

ラックにデバイスをインストールする場合は、十分に換気できること、およびラッ

クに気流と保守の両方のための十分なすきまがあることを確認してください。各

ユニットは発熱するため、ラックは過度に密接して配置しないようにします。密

閉型ラックは、冷却用空気を供給するように空気取り入れ面およびファンを備え

る必要があります。

• 開放型ラックにシャーシを設置する際は、ラック フレームが吸気および排気ポー

トの妨げとならないようにしてください。シャーシがスライドに設置されている

場合は、ラック内までのシャーシの位置をチェックしてください。

• 上部に換気ファンを備えた密閉型ラックの場合、ラックの下部付近の設備機器か

らかなりの発熱が吸い上げられ、ラック内の上側の吸気ポートに吸い込まれます。

ラックの下部に配置される機器に十分な換気を行ってください。

• バッフルは、吸気から排気を隔離したり、冷却用空気をシャーシ内に通過させる

ことに役立ちます。バッフルの最適な配置は、ラック内の気流パターンによって

異なります。これは、さまざまな配列で実験することによって見つけることがで

きます。

火災の安全に関する要件

デバイスおよび他のネットワーク設備に関する、火災による緊急事態の場合には、人間の安全

が最優先されます。火災による緊急時に人間を保護するための手順を確立し、安全教育を実施

して、火災制御設備および消火器を適切に配置してください。

さらに、火災緊急時に装置を保護する手順を確立します。Juniper Networks のデバイスは、電

子機器に適切な環境に設置する必要があります。火災発生時に装置付近で火災抑止装置が利用
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でき、装置の設置および操作において、火災、安全性、および電気に関する地域の規則および

法令すべてに遵守することを推奨します。

火災の抑止および火災抑止装置

電気による危険または火災の場合には、最初に供給元で装置への電源を切ります。次に、消火

のため、タイプ C (電気火災用) 消火器を使用します。タイプ C 消火器は、二酸化炭素 (CO
2
)

や Halotron™ などの非腐食性難燃剤を使用しており、電気火災を抑止するのに非常に有効で

す。タイプ C 消火器は、燃焼地点から酸素を除去し、消火します。冷却のため周囲から空気を

吸う装置の上またはその周囲の火災を消火するには、装置上に残留物を残す消火器の代わりに、

このタイプの不活性酸素置換消火器を使用します。

Juniper Networks の装置の近くでは、多目的のタイプ ABC 化学消火器（粉末薬品消火器）を

使用しないでください。これら消火器の主成分は非常に粘着性が高いリン酸一アンモニウムで、

清掃が困難です。さらに、リン酸一アンモニウムは、微量でも腐食性が高くなり、ほとんどの

金属を腐食します。

化学消火器を放出した部屋に設置されている装置は、早期に故障したり、動作の信頼性が低下

しやすくなります。装置は修理不可能な損傷を受けたと考えられます。

注: Juniper Networks のデバイスの近くで、火災を抑制するために粉末薬品消火器

を使用しないでください。粉末薬品消火器を使用した場合、その装置はサービス契

約下の補償の対象でなくなります。

修理不可能なまでに損傷した装置は、環境に配慮した処分をするよう推奨します。
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第3章

電力に関する留意点および電気の安全ガイ
ドラインと警告

本章の内容は、以下のようになります。

• 電力に関する留意点 11ページ

• 電気災害の場合 13ページ

電力に関する留意点

一部の装置には、交流電源と直流電源、およびオプションで冗長電源が使用可能です。

注意: 装置を供給回路に接続するときに、配線に電流を流しすぎないようにしてく

ださい。

注: ハードウェア マニュアルの交流、直流電力仕様とケーブル配線情報、および冗

長電源の可用性を参照してください。

警告: ハードウェア ガイドで推奨している電源コード セットのみを使用し、その

地域の規則と建築法規に準じてください。

IT 電源

注: Juniper Networks のデバイスは、IT 電源システムに接続するように設計され

ています。IT 電源システムは、電気抵抗を経由するアースに接地されている 1 点

を有する出力分配システムです。露出導電部は、保安用接地導体に接続されます。

電源コードに関する警告 (日本)

警告:
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翻訳:

警告:付属の電源ケーブルはこの製品専用です。他の電気機器に使用しないでくださ

い。

ノルウェーおよびスウェーデンに対する警告書

警告: 装置はアース付電源ソケット コンセントに接続しなければなりません。

Advarsel Apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt.

varning! Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

交流電源をサポートするデバイスの警告

警告: プラグとソケットは、主な切断装置としての役割を果たすため、いつでもア

クセスできるようにします。

デバイスは、必ずサージ保安器を備える交流電源に接続します。

直流電源をサポートするデバイスの警告

警告: 直流入力電源は、UL 60950-1、CSA 60950-1、EN 60950-1、および IEC 60950-1

標準の安全特別低電圧 (SELV) 要件に従う直流電源にのみ接続してください。

自由にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込みます。

電源を設置したり取り外す前に、直流回路への電源を必ず切断しておきます。予防

手段として、直流回路ブレーカのスイッチ ハンドルを OFF 位置にテープで留めて

おくことができます。

銅導線のみを使用して、直流端末ブロックに接続します。

標準の配線が必要な場合は、閉ループまたは U 字形端子などの、許可された配線の

終端を使用します。これらの終端は、電線に適したサイズでなければなりません。

また、絶縁体と導体の両方をクランプする必要があります。

直流入力電源の露出配線は、端末ブロック プラグから延びないようにします。露出

配線は、有害なレベルの電気を伝える可能性があります。何らかの理由で直流端末
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ブロックのカバーを取り外した場合、作業が終了後に必ずカバーを元の場所へ戻し

ます。

直流電源配線順序に関する警告（ドイツ）

警告:

翻訳:

警告:適切なラグを使用して、直流電源装置を配線します。電源を接続するときの適

切な配線順序とは、アースからアース、+RTN から +RTN、そして 48V から 48V で

す。電源を切断するときの適切な配線順序は、48V から 48V、+RTN から +RTN、そ

してアースからアースです。接地線を必ず最初に接続し、最後に取り外す必要があ

ることに注意します。

冗長性電源の留意点

デバイスにオプションの冗長電源が含まれている場合は、2 つの電源のそれぞれを異なる入力

電源に接続します。このように接続しなかった場合、電源に障害が発生した場合、デバイスが

全面停電の影響を受けることになります。

警告: 保守のためデバイスの電源を切る必要がある場合は、両方の電源装置を遮断

します。さもないと、プラグイン I/O カード (IOC) などのシステム コンポーネン

トが損傷する場合があります。

電気災害の場合

電気災害により負傷した場合は、以下の処置を記載した順番で行ってください。

1. 常に注意してください。さらに負傷する可能性がある、危険な状況に注意します。

2. デバイスから電源を遮断します。

3. 可能な場合、別の人を送って医療支援を求めます。そうしない場合は、けが人の状況を確認

してから助けを呼びます。
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一般的な電気安全ガイドラインおよび警告

電気によって作動するデバイスで作業するときは、次のガイドラインに従います。

• 電気災害が起きた際に素早く電源を切ることができるよう、作業している部屋の非常電源切

断スイッチの位置を確認してください。

• 作業場所のどこかに潜在的危険が存在する場合は、単独で作業しないでください。

• 電源が回路から遮断されていると決めてかからないでください。作業を始める前に必ず回路

をチェックします。

• 床面の湿気、接地していない電源延長コード、安全接地の欠落など、作業領域における潜在

的な危険を慎重に予測してください。

• 示された電気定格の範囲内でデバイスを操作し、製品使用の指示に従います。

• デバイスや周辺装置が安全かつ正しく機能するように、接続する周辺装置に指定されたケー

ブルおよびコネクタを使用し、それらが良い状態であることを確認します。

デバイスのハードウェア ガイドで指定されている次の地域、国または国際的な電気規則に

従ってデバイスを設置します。

電気規則のコンプライアンス ステートメント

• 米国 — National Fire Protection Association (NFPA 70)、United States National

Electrical Code

• カナダ — Canadian Electrical Code、Part 1、CSA C22.1

• 他の国 — International Electromechanical Commission (IEC) 60364、Part 1 ～ Part 7

• IT 電源系統の評価
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第4章

デバイスの取り扱い

本章の内容は、以下のようになります。

• 静電放電損傷の予防 15ページ

• レーザーに関する一般的な安全ガイドライン 16ページ

• 通信回線コードに関する警告 17ページ

• 電磁妨害の予防 17ページ

• 空のスロットをカバーする場合の警告 18ページ

• 宝飾品類を外す警告 18ページ

• 動作温度に関する警告 18ページ

静電放電損傷の予防

電子カードまたはコンポーネントを誤って取り扱うと、静電放電損傷（ESD）が起こり、完全ま

たは間欠的な故障を引き起こすおそれがあります。

デバイスの多くは、静電気による損傷を受けやすくなっています。コンポーネントには、わず

か 30 V の電圧で損傷するものもあります。プラスチックまたは発泡スチロール製の梱包材を

扱ったり、プラスチックやカーペットの上でコンポーネントを移動させた際、損傷の原因とな

る静電圧が簡単に発生してしまいます。次のガイドラインに従い、ESD による損傷の可能性を

最小にしてください。

• 必ず ESD 防止用の手首または足首ストラップを使用し、それが皮膚に直接触れていることを

確認してください。

注意: 安全のために、定期的に ESD ストラップの抵抗値を確認してください。測

定値は 1 ～ 10 M オームの間にあるはずです。

• シャーシから取り外したコンポーネントを取り扱う際には、お持ちの ESD ストラップの機材

側が、シャーシの ESD ポイントの 1 つに取り付けられていることを確認してください。デ

バイスのハードウェア ガイドを参照してください。

• コンポーネントと衣服が接触しないようにします。手首ストラップは、体の ESD 電圧からコ

ンポーネントを保護するだけです。衣服から発せられた ESD 電圧によってもコンポーネント

は損傷します。
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• カードは常に、面板および端部のみを触るようにして、プリント基板およびコネクタ ピンに

は触れないでください。

• コンポーネントを取り外したり、取り付けたりするときは、必ず帯電防止面にコンポーネン

ト側を上にして置くか、帯電防止カード ラックまたは帯電防止袋に入れておきます (16ペー

ジの図1を参照)。コンポーネントを返却する際は、帯電防止袋に入れてから梱包します。

図 1: 帯電防止袋にコンポーネントを入れる

レーザーに関する一般的な安全ガイドライン

Juniper Networks デバイスの一部には、光ファイバ ポートが付いているものがあります。こ

れは、放射線を発して目に有害になることがあります。以下に注意してください。

• 光ファイバ ポート (例えば、GBIC およびミニ GBIC) は、クラス 1 レーザーまたはクラス

1 LED ポートと見なされます。

• 物理インターフェース カード（PIC ）周辺で作業するときは、目のけがを予防するために、

次の安全ガイドラインに従います。

• 終端処理を施していないポートをのぞいたり、または不明なソースに接続しているファイ

バを見つめないでください。

• 光学機器を使って、終端処理を施していない光学ポートを検査しないでください。

• ビームに直接さらされないようにしてください。

• 使用しない場合は、終端処理を施していないポートを必ずカバーで覆ってください。

警告: 終端処理が施されていない光学コネクタは、目に見えないレーザー光線を

放射する場合があります。人間の目のレンズはレーザー光線をすべて網膜に集中

させます。そのため目の焦点を直接レーザー光源に合わせると、低出力のレーザー

でさえ目に永久的な損傷を与える可能性があります。
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クラス 1 レーザー製品に関する警告

警告: クラス 1 レーザー製品

クラス 1 LED 製品に関する警告

警告: クラス 1 LED 製品

レーザー光線に関する警告

警告: レーザー光線を見つめたり、光学機器で直視しないでください。

ファイバ ケーブルが接続されていない場合は、ポートの開口部から目に見えない放

射線が放射されている可能性があります。

これらの製品はテストされ、クラス 1 制限の IEC 60825-1、EN 60825-1 および

21CFR1040 に適合することがわかっています。

ポートの開口部からの放射線に関する警告

警告: ファイバ ケーブルが接続されないときにもポート開口部から目に見えない放

射能が放射される可能性があるため、放射線への照射を避け、開口部を見つめない

でください。

通信回線コードに関する警告

警告: 火災の危険を減らすため、No. 26 AWG 以上あるいは UL リストに記載または

CSA 認定の通信回線コードを使用してください。

電磁妨害の予防

注: 電磁場にかなりの距離にわたり電線を布設する場合、磁場と電線の信号との間

に電磁妨害 (EMI) が発生することがあります。以下に注意事項を述べます。

• プラント配線が適切でない場合は、無線周波妨害 (RFI) を生じるおそれがありま

す。

• 強い EMI は、特に雷または無線送信機によるものである場合、システムの信号ド

ライバおよびレシーバを破壊したり、線やシステムにサージを引き起こして電気

的障害をもたらすこともあります。
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強力な EMI を防止したり修復するには、RFI の専門家に相談してください。

空のスロットをカバーする場合の警告

すべてのカード、面板、およびカバーが適所にあることを確認してください。空の面板および

カバー パネルは次のために使用されます。

• シャーシ内が危険な電圧と電流にさらされるのを防ぎます。

• 他の設備機器を混乱させるおそれのある電磁妨害 (EMI) を出さないようにします。

• シャーシ内の冷却効果を向上します。

注: カードが挿入されていない CFM/FRU スロットには、密閉するため、または、冷

却した空気をサービス ゲートウェイ内部で正しく循環させるためにも、ブランク

パネルを設置する必要があります。

宝飾品類を外す警告

警告: 電力線に接続している装置で作業を行う前に、指輪、ネックレス、時計など

の宝飾品類を外してください。金属部が電源またはアースに接すると、発熱して重

いやけどの原因になります。また金属部が端子に溶着することがあります。

動作温度に関する警告

警告: デバイスが過熱しないよう、推奨周囲温度 40°C (104°F) を超える場所で

は操作しないでください。気流が妨げられないよう、換気用の開口部の周囲に最低

15.2cm (6インチ) のすき間を設けてください。

ファンの作動中に、ファン トレイを取り外すことができますが、ファンの回転が止まってから

作業を行うことを強く推奨します。

警告: コンポーネントの設置または取り外すときに、表面が熱いので触れないよう

にしてください。内部システム コンポーネントを触る前に、冷却させてください。
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第5章

機関の承認およびコンプライアンス ステー
トメント

本章の内容は、以下のようになります。

• 機関の承認 19ページ

• コンプライアンス ステートメント 20ページ

機関の承認

Juniper Networks のデバイスは次の標準に準拠しています（ご利用のデバイスについての特定

の情報については、デバイスのハードウェア ガイドを参照してください）。

• 安全性

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Information Technology Equipment - Safety

• UL 60950-1 Information Technology Equipment - Safety

• EN 60950-1 Information Technology Equipment - Safety

• IEC 60950-1 Information Technology Equipment - Safety (All country deviations):CB

Scheme report。

• 電磁整合性

• EN 300 386 Telecom Network Equipment - EMC requirements

• EN 55024 Information Technology Equipment Immunity Characteristics

• EMI

• FCC 47CFR、Part 15 USA Radiated Emissions

• EN 55022 European Radiated Emissions

• VCCI Japanese Radiated Emissions

• BSMI CNS 13438 and NCC C6357 Taiwan Radiated Emissions

• AS/NZS CISPR22

• 環境製品デザイン
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• 2002/95/EC (RoHS) Restriction on Hazardous Substances

• 2002/96/EC (WEEE) Design for Easy Disassembly and Recycling

• 2006/1907/EC (REACH) Registration、Evaluation、Authorization of Chemicals

• JIG 101-A、JIG 101-B Joint Industry Guide Japanese Material Composition Declaration

• IPC 1752

• CAITEC SJ/T 11363-2006 Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous

Substances in Electronic Information Products (China RoHS)

• Customer Specific Requirements - Equipment intended for Central office deployment

meets the following requirements:

• GR-63-Core Network Equipment、Building Systems (NEBS) Physical Protection

• GR-1089-Core EMC and Electrical Safety for Network Telecommunications Equipment

コンプライアンス ステートメント

Industry Canada ステートメント

以下は、ワイヤレス インターフェースを備えたデバイスに該当します。

操作は次の 2 つの条件に従います。

1. このデバイスは、干渉の原因となってはならない。

2. このデバイスは、デバイスの望まれない操作の原因となる干渉を含む、いかなる干渉も許容

しなければならない。

このデバイスは、最大ゲインが 4 dB のアンテナで動作するように設計されています。ゲイン

がより高いアンテナは、Industry Canada の規則によって厳禁されています。必要なアンテナ

インピーダンスは 50 オームです。

他のユーザーに対する電波障害を減らすため、アンテナのタイプおよびゲインは、EIRP が正常

な通信に必要であるより大きくならないように選択する必要があります。

ライセンスされたサービスへの電波障害を防ぐため、このデバイスは、遮蔽が最大になるよう

に、屋内の窓から離れた場所で運用することになっています。

戸外に設置する装置 (またはその送信アンテナ) はライセンスの対象になります。

連邦通信委員会の干渉ステートメント

以下は、ワイヤレス インターフェースを備えたデバイスに該当します。

この製品は、FCC Rules の Part 15 に準拠する Class B デジタル デバイスの制約に関する試

験に合格しています。これらの制限は、居住地区で機能する際、有害な干渉を避けるための適

切な保護を提供するように設計されています。本製品は、無線周波エネルギーを発生、使用、

また放射する可能性があり、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがありますが、取扱説明

書に従って設置、利用する場合はその限りではありません。しかし、そのような干渉が特定の

配備環境下で起こらないことを保証するものではありません。もしこの機器の電源を切ったり
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入れたりすることで、ラジオやテレビの受信に対する有害な干渉を起こしていることが判明し

た場合には、ユーザーは以下に示す手段のいずれかを用いて干渉を改善することが望まれます。

• 受信アンテナの再設定または再設置を行う。

• 機器とレシーバとの間隔を広げる。

• レシーバーが接続されているのとは別の回路のコンセントに機器を接続する。

• メーカー、あるいはラジオやテレビの技術者に相談する。

このデバイスは FCC Rules の Part 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に従いま

す。 (1) (2)

1. このデバイスは、有害な干渉の原因となってはならない。

2. このデバイスは、望まれない操作の原因となる干渉を含む、受信した、いかなる干渉も許容

しなければならない。

FCC の注意：コンプライアンスに責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更ま

たは修正により、この装置を運用するユーザーの権限が無効になる場合があります

重要な注意：

FCC 被曝ステートメント：この装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC 被曝範

囲に準拠しています。この装置は、放射体と体との間に最低で 20 cm の距離を設けて設置、運

用する必要があります。

この送信器は、他のアンテナまたは送信器と同じ場所に設置したり、それらと併用して運用し

ないでください。

台湾 DGT

以下は、ワイヤレス インターフェースを備えたデバイスに該当します。

VCCI 準拠

次の VCCI 準拠情報は、VCCI クラス A またはクラス B 規制を満たすセキュリティ製品に該当

します。お使いのデバイスが、クラス A またはクラス B 規制を満たすかどうかを判断するた

めには、ハードウェア ガイドの仕様セクションを参照してください。
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翻訳:

この装置はクラス A 製品です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことが

あります。その場合使用者は、適切な対策を講ずるよう求められることがあります。

翻訳:

これは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の標準に基づいたクラス B 製品で

す。この製品を家庭環境でラジオまたはテレビ受信機の近くで使用すると、電波障害の原因と

なる場合がありますマニュアルに従って装置を設置、使用してください。

ワイヤレス インターフェースを備えた製品の無線接続

警告: 米国または日本以外の国では、その地域の電波スペクトル法規に違反しない

ように、set wlan country-code コマンドを使用して、正しい国コードを設定しなけ

ればなりません。このコマンドは、WLAN 接続を確立できるように、選択可能なチャ

ンネル範囲および送信出力レベルを設定します。国コードの詳細は、デバイスのハー

ドウェア ガイドを参照してください。

製品の再生、リサイクル プログラム

Juniper Networks は、環境に配慮した活動に努めています。その一環として、EU の Waste

Electrical and Electronic Equipment（WEEE）Directive や、Restriction of Hazardous

Substances（RoHS）Directive を準拠しています。

以上の指示や EU 外部の国々における同様の規制は、家電製品の廃棄物管理のほか、電気製品

における特定の危険材料の削減と除去を規定しています。WEEE Directive は、電気機器製造元

と電子機器製造元が、製造する製品のリサイクルと再利用に対応できる機構を提供することを

求めています。RoHS Directive は、今日の電子製品で広く使用されている一定の物質の使用を

制限しています。使用が制限されている物質には、鉛などの重金属のほか、ポリ臭化物質があ

ります。一部免除規定がありますが、RoHS Directive は、あらゆる電気機器、電子機器に適用

されます。

Directive 2002/96/EC（WEEE）の Article11（2）によれば、2005 年 8 月 13 日より後に市場

に出回る製品やそのドキュメントには、次に示す「×印を付けた車輪付きゴミ箱の下に線を引

いたマーク」が表示されます。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.22

セキュリティ製品の安全ガイド



WEEE Directive を準拠するため、Juniper Networks は、当社製品に対するリサイクル サポー

ト体制を全世界に展開しています。リサイクル方法のお問い合わせについては、廃棄したい

Juniper Networks 機器のタイプと、現在それが設置されている国を明示して

recycling@juniper.net に電子メールをお送りくださるか、最寄りの Juniper Networks 顧客担

当者にお問い合わせください。

再生プロセスで返却された製品は、リサイクルまたは再生プロセスに送るか、あるいは責任を

持って廃棄します。当社のパッケージング、梱包はリサイクルを前提とした作りになっていま

す。各地域のリサイクル ポリシに従って取り扱ってください。

環境要件のコンプライアンス ステートメント

このセクションは、環境要件に対するコンプライアンス ステートメントを示します。

リチウム電池

この製品中のバッテリーは、水銀、鉛またはカドミウム物質をベースにしていません。この製

品で使用されているバッテリーは、EU Directives 91/157/EEC、93/86/EEC、および 98/101/EEC

に準拠しています。製品ドキュメントは、再生およびリサイクルの適切な方式に関する情報を

含んでいます。

音響雑音に対するコンプライアンス ステートメント (ドイツ)

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt

70_dB(A)oder weniger gemäss EN ISO 7779.

翻訳:

最大放出音圧レベルは、EN ISO 7779 に従って 70 dB(A) 以下です。
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